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手数料体制における実証試験について 

 
1． 手数料体制への移行について 

○ 本技術分野「建築物外皮による空調負荷低減技術」においては、２年間の国負担体制の実

証事業を経て、平成 20 年度より手数料体制に移行することを予定している。 
○ 手数料体制においては、環境技術開発者は、実証試験にかかる経費のうち、「測定・分析等」

「試験に伴う消耗品」「出張旅費（実証機関）」の 3 項目に関する手数料を負担することと

されている。 
○ なお、実証試験に係る経費のうち、「装置搬入・設置」「装置運転・維持管理」「出張旅費（申

請者）」「装置撤去・搬出」は、これまでと同様申請者の負担となる。また、ワーキンググ

ループの運営や、実証試験計画策定や報告書作成などは、これまでどおり国が負担する。 
 

図 1 事業工程ごとの各作業の分担（費用負担） 

事業工程 詳細項目 現在の負担者 手数料体制における

負担者 
ニーズ等基礎調査 国 国 対象技術分野の選定 
検討会等運営 国 国 
実証試験技術開発 国 国 実証試験要領の策定 
検討会等運営 国 国 
公募・選定の作業 国 国 
WG 運営 国 国 

実証機関公募・選定 

申請書等作成 実証機関 実証機関 
公募・選定の作業 国 国 
実証委員会運営 国 国 

対象技術公募・選定 

申請書等作成 申請者 申請者 
計画案作成作業 国 国 実証試験計画の策定 
実証委員会運営 国 国 
装置搬入・設置 申請者 申請者 
装置運転・維持管理 申請者 申請者 
測定・分析等 国 申請者 
試験に伴う消耗品 国 申請者 
出張旅費（実証機関） 国 申請者 
出張旅費（申請者） 申請者 申請者 

試験実施 

装置撤去・搬出 申請者 申請者 
執筆・編集作業 国 国 報告書作成 
実証委員会運営 国 国 

ウェブ登録・公表 （全て） 国 国 
（資料）第３回環境技術実証モデル事業検討会（平成 17 年１月 21 日）資料３を元に作成 

 
＜参考：平成 19 年度環境技術実証モデル事業実施要領からの抜粋＞ 
第１３章 費用分担 

１．本モデル事業においては、原則として、対象技術の試験実施場所への持ち込み・設置、現

場で実証試験を行う場合の対象技術の運転及び試験終了後の対象技術の撤去・返送に要する

費用は実証申請者の自己負担とし、実証試験実施に係る実費（実証機関に発生する測定・分

析等の費用、人件費、消耗品費及び旅費）は手数料として申請者が負担し、その他の費用（モ

デル事業検討会、分野別ＷＧ及び実証委員会の運営費用等）は環境省の負担とする。詳細に

ついては、実証運営機関が実証試験要領で定める。 

２．上記「実証試験実施に係る実費」には、必要に応じ、一般管理費を含めることができる。 
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2． 手数料の徴収プロセス 

 

○ 実証機関は、対象技術の公募を実施するにあたり、手数料の予定額を算定し、実証運営機

関に登録するとともに、公募の際、これを明示することになる。算定すべき主な手数料項

目（内容）は後述のとおりであるが、必要に応じ実証運営機関と協議の上、決定する。手

数料予定額は、いくつかの前提条件や留保条件等に応じて場合分けし、幅を持たせてもよ

いが、可能な限り具体的なものにすることが望まれる。 
○ 実証機関は、実証試験計画の策定後、実証試験を開始する前に、実証運営機関と調整の上、

実証試験に係る手数料額及び納付期日を確定し環境技術開発者に通知する。手数料額の確

定にあたっては必要に応じ実証運営機関及び環境技術開発者と協議の上、確定する。なお、

納付期日は、原則実証試験開始前とする。環境技術開発者は、当該通知を受け、期日まで

に、実証運営機関に手数料を納付する。 
 

＜事業の流れと手数料徴収の流れ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予定額の算定 

実証運営機関への登録 

予定額の公表（技術公募時） 

「実証運営機関」の公募・選定 

「実証試験要領」の策定/承認 

「実証機関」の公募・選定/承認 

「対象技術」の公募・審査/承認 

必要に応じ「実証試験計画」の策定

「実証試験」の実施 

「実証試験結果報告書」の作成/承認 

「データベー
ス 」 へ の 登
録・公表 

「 ロ ゴ マ ー
ク」の交付/使
用 

手数料額・納付期日の確定/通知 

手数料の納付 

実証機関 

実証機関／ 
実証運営機関 

実証機関 

実証機関／ 
実証運営機関 

環境技術 
開発者 

事業の流れ 手数料徴収の流れ・実施主体 

（資料）環境技術実証モデル事業パンフレット（一部改変）

および手数料体制分野試験要領より作成 
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【参考：モデル事業の実施体制】 

 

 ①国負担体制（平成１８、１９年度の実施体制） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ②手数料徴収体制（平成２０年度から予定） 
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3． 手数料体制における実証試験項目 

 
○ 本技術分野における、手数料体制における試験項目及び手数料の該当項目は以下のように

想定される。 
 

＜手数料体制における試験項目＞ 

・光学特性試験 

※遮蔽係数、熱貫流率、可視光線透過率、日射透過率、日射反射率、垂直放射率 

・促進耐候試験 

※窓用日射遮蔽フィルム・窓用コーティング剤について、JIS A 5759「建築窓ガラ

ス用フィルム」に基づき、サンシャインウェザーメーターにて 200 時間連続照射

した後に、遮蔽係数、可視光線透過率、熱貫流率の変化を試験。 

※窓用後付複層ガラスについて、今年度は、JIS R 3209「複層ガラス」に基づいた

加速耐久性試験ではなく、同 JIS に基づく中空部分の露点試験を実施。 

 

＜手数料該当項目＞ 

（１）測定・分析等 

・光学特性試験、促進耐候試験にかかる機器損料 

・光学特性試験及び促進耐候試験にかかる人件費 

・数値計算（熱負荷計算）にかかる人件費 

・データ分析にかかる人件費 

（※実証機関の機器保有状況、実証技術の特性に応じて変化する） 
 

（２）試験に伴う消耗品 

・光学特性試験及び促進耐候試験によって追加的に発生する消耗品費 
 

（３）出張旅費（実証機関） 

・試験のために必要となる交通費 
 

（４）その他 

・一般管理費（実証機関が求める場合） 
 

（※以上は、測定試料数によって変化する） 

 
（参考）想定される手数料 

・窓用日射遮蔽フィルム おおよそ３０～５０万円 

・窓用コーティング剤  おおよそ５０～８０万円 

・窓用後付複層ガラス  おおよそ２０～４０万円 

（但し、窓用後付複層ガラスについて、加速耐久性試験を行う場合は約６０万円加 

算される） 




